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令和元年（２０１９年）招集大阪狭山市議会定例会 

６月定例月議会提出議案等の概要（市長提出分） 

号。２０日の議運で確定） 

● 諮問第 １ 号から諮問第 ３ 号まで 人権擁護委員の候補者の推薦について 

人権擁護委員 石井 重光 氏、中西 隆 氏、山中 雅典 氏の任期が令和元年１２月

３１日で満了することに伴い、改めて同氏らを法務大臣あてに推薦するにあたり、

人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求めるもの 

 

● 議案第 ４ 号 大阪狭山市副市長の定数を定める条例の一部を改正する条例に 

ついて 

行政運営にかかわるトップマネジメントの一層の強化を図り、複雑化、多様化す

る行政需要に迅速かつ的確に対応するため、副市長を２人体制とする改正を行うも

の 

 

● 議案第 ５ 号 特別職の職員の給与の特例に関する条例及び大阪狭山市特別職の

職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について 

令和元年７月１日から令和５年４月２６日までの間における特別職の給料の月額

について、特別職の職員の給与に関する条例に規定している額からその１００分の

１０に相当する額を減ずる特例を設けるとともに、令和元年７月１日から当分の間

において、特別職の職員が退職した場合に支給する退職手当の支給額について、大

阪狭山市特別職の職員の退職手当に関する条例に規定している額からその１００

分の３０に相当する額を減ずる特例を設けるため、所要の改正を行うもの 

 

● 議案第 ６ 号 大阪狭山市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正す 

る条例について 

介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正

する政令等の施行に伴い、低所得者に対する介護保険料の軽減措置を強化・拡大す

るため、所要の改正を行うもの 
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● 議案第 ７ 号 大阪狭山市手数料条例の一部を改正する条例について 

租税特別措置法施行令の改正に伴い、本条例の同令の引用条文に変更が生じたた

め所要の改正を行うもの 

 

● 議案第 ８ 号 大阪狭山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基 

準を定める条例の一部を改正する条例について 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準が改正されたことに伴い、

本条例について所要の改正を行うもの 

 

● 議案第 ９ 号 大阪狭山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定 

める条例の一部を改正する条例について 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が改正されたことに伴い、本条例

について所要の改正を行うもの 

 

● 議案第１０号 大阪狭山市火災予防条例の一部を改正する条例について 

住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の

一部が改正されたことに伴い、本条例について所要の改正を行うもの 

 

● 議案第１１号 工事請負契約の締結について 

大阪狭山市立第七小学校大規模改造（管理棟他）工事の請負契約を締結すること

について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条

に基づき、議会の議決を求めるもの 

 

● 議案第１２号 令和元年度（２０１９年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第２

号）について 

主に水とみどりのネットワーク整備工事に係る経費のほか、小・中学校パソコン

ルームの機器更新や子ども園等の老朽化対策工事など保育・教育環境の整備に関す

る経費などを計上するもので、歳入歳出それぞれ６億１,７６９万７千円の増額補

正をするもの 
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● 議案第１３号 令和元年度（２０１９年度）大阪狭山市介護保険特別会計（事業

勘定）補正予算（第１号）について 

介護保険法施行令等の改正による、低所得者の保険料の軽減措置の強化・拡大を

図るための経費と、介護報酬の見直し等に対処するためのシステム改修に伴う所要

の財源措置を講じるもので、歳入歳出それぞれ３１２万５千円の増額補正をするも

の 

 

● 議案第１４号 令和元年度（２０１９年度）大阪狭山市池尻財産区特別会計補正

予算（第１号）について 

池尻財産区財産である摺鉢池の処分に向けた鑑定評価及び大阪狭山市財産区地域

公共事業等交付金交付要綱に基づき、地域公共事業を執行するため歳入歳出それぞ

れ１３８万２千円の増額補正をするもの 

 

● 報告第 １ 号 平成３０年度（２０１８年度）大阪狭山市一般会計予算繰越明許

費繰越計算書の報告について 

平成３０年度一般会計予算において繰越明許を行った農業振興事業、交通安全施

設整備事業、都市公園等整備事業、小学校整備事業に係る経費を令和元年度に繰り

越したもので、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により繰越明許費繰越計

算書を報告するもの 

 

● 報告第 ２ 号 平成３１年度（２０１９年度）公益財団法人大阪狭山市文化振興

事業団の事業計画及び予算の報告について 

地方自治法第２４３条の３第２項の規定により公益財団法人大阪狭山市文化振興

事業団の平成３１年度の事業計画及び予算について報告するもの 


